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主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人前田豊，同小宮和彦の上告受理申立て理由について

１ 本件は，Ａ（以下「Ａ」という。）が，Ｂ院長の開設していたＣ病院におい

て冠状動脈バイパス手術（以下「本件手術」という。）を受けたところ，術後に腸

管え死となって死亡したことから，Ａの相続人である上告人らが，同病院のＤ医師

には腸管え死を疑って直ちに開腹手術を実施すべき注意義務を怠った過失があるな

どと主張して，Ｂ院長の相続人である被上告人らに対し，債務不履行又は不法行為

に基づく損害賠償を求める事案である。

２ 原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

(1) Ａは，その冠状動脈に狭さくが認められたことから，平成３年２月２２日

（以下，日のみ記載するときは，いずれも平成３年２月である。）午前１１時５５

分から午後６時３０分まで，Ｃ病院において本件手術を受けた。Ｂ院長から依頼を

受けたＥ佐賀医科大学教授が執刀し，Ｃ病院のＤ医師及びＦ医師が助手を務めた。

本件手術には６時間３５分を要したが，３本の冠状動脈のバイパス手術としては平

均的な時間であった。術後の血圧，脈拍等のバイタルサインは落ち着いており，出

血量も少なく，良好な経過をたどっていた。Ａは，同日午後７時１５分，半覚せい

の状態で手術室から集中治療室に搬入され，２３日午前６時ころ覚せいし，特に異

常もなく順調に経過した。

(2) 血液ガス分析の結果におけるＢＥ（塩基過剰）値のマイナス側への逸脱
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は，アシドーシス（酸血症）を示すものであり，マイナス２．５くらいまでは許容

値であるが，マイナス５以上は高度のアシドーシスを示すものといえるところ，２

３日午後３時までのＢＥ値は，マイナス０．２からプラス５．２までの間であっ

た。

(3) Ａは，２３日夕刻，腹痛を訴えたが，腹部所見では筋性防御はなく，腹部

膨満は中等度であった。Ｄ医師は，この腹痛につき，人工呼吸器抜去後の痛みの訴

えの程度としては，通常よりも強いという印象を持った。Ａは，午後８時ころ，鎮

痛座薬インダシン５０mgの投与を受けた。Ａは，午後１０時ころ，深緑色有形便中

等量を排せつしたが，潜血の量は多かった。そのころ，Ａの下腹部痛は少し和らい

でいたが，胃痛があった。午後６時から午後１０時までのＢＥ値は，マイナス０．

４からプラス２．４までの間であった。血液検査によれば，白血球数が１万５００

０個/ 前後と多く，また，じん機能の状況を示す尿素窒素が２７mg/dl，クレアµl

チニンが１．９mg/dlと高めであった。

(4) Ａは，２４日午前０時ころから頻繁に腹痛を訴えるようになり，「何で。

何で。」，「助けてどうしようもない。」，「きつい，きつい。」等と訴えた。Ｄ

医師は，精神的不安によるところが大きいと考え，抗不安薬アタラックスＰを筋肉

注射した。Ａは，午前２時ころ，胃痛を訴え，しん吟を持続させており，また，午

前２時３０分ころにも，胃痛，腹痛を訴え，鎮痛剤ボルタレン座薬５０mgが投与さ

れた。ＢＥ値は午前０時がマイナス４．８，午前２時４６分がマイナス１１．３で

あり，高度のアシドーシスを示していた。Ｄ医師は，アシドーシスの原因として急

性じん不全，腸管え死を考えたが，よく分からず，様子を見ることとした。その後

も腹痛が持続したことから，午前３時５０分，より強力な鎮痛剤ペンタジン１５mg
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が投与された。午前４時３０分の血液検査によれば，白血球数が１万７２００個/

と多かった。早朝からＡの腹痛の訴えが強くなったことから，付き添っていたµl

上告人らは，Ｄ医師らに対し，腹痛について適切な治療をするよう強く要請した。

午前５時ころ，抗不安薬セルシンが投与され，Ａは，傾眠傾向となったが，午前６

時ころから７時ころまでの間，マスクを外す動作を繰り返し，つじつまの合わない

ことを話し，また，午前７時３０分ころにも腹痛を訴えた。ＢＥ値は午前５時３０

分がマイナス１６．６，午前６時３０分がマイナス１５．２，午前７時３０分がマ

イナス１６．０であり，いずれも高度のアシドーシスを示すものであった。これを

補正するために，メイロンが午前５時３０分に８０ml，午前６時３０分に５０ml，

午前７時３０分に１００ml投与されたが，改善されなかった。血液検査によれば，

白血球数が１万６６００個/ と多く，肝機能の状況を示すＧＯＴ，ＧＰＴがいずµl

れも１０００IU/l以上と非常に高く，また，尿素窒素が４４mg/dl，クレアチニン

が２．８mg/dlと高かった。

(5) Ｄ医師は，２４日午前８時までの間に，アシドーシス，肝機能障害，じん

機能障害が認められたので，腸閉そくと判断した。そして，腸閉そくの原因は，上

腸間膜動脈血栓症，虚血性腸炎，麻ひ性腸閉そくと想定し，腸閉そくの治療を行う

べきであると判断し，循環血しょう量を増やすとともに，腸管のぜん動こう進薬を

使用して，腸のぜん動を促す治療を行った。また，常に試験開腹を考えておくべき

であると判断した。午前８時ころ撮影のレントゲン写真によれば，腸閉そく像が認

められ，ガスが多い状態であった。午前８時ころから９時ころまでの間，意思疎通

はなく，腸管ぜん動音はなかった。午前９時ころから１０時ころまでの間，Ａは独

り言を言い，しん吟した。午前９時４０分のＢＥ値はマイナス１５．１であり，メ
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イロン１００mlが投与された。午前１１時から正午ころまでの間，Ａは意味不明な

ことを話した。午前１１時１５分のＢＥ値はマイナス１４．３であり，メイロン５

０mlが投与された。正午から午後１時ころまでの間は傾眠傾向にあり，つめの色は

不良であった。午後１時のＢＥ値はマイナス１５．２であり，メイロン１００mlが

投与された。午後２時４０分のＢＥ値はマイナス１２．５であった。

(6) その後，血液の酸素分圧が上がらず，不穏状態であり，投薬にもかかわら

ず，意識レベルが少しずつ落ちてきて，アシドーシスを補正するための治療を施し

ても，それが改善されず，全身状態が悪化していった。そこで，Ｄ医師は，人工呼

吸器により呼吸を補助するために挿管をした。その後，尿量が低下したため，利尿

剤が使用されたが，改善されず，じん機能が低下した。Ｄ医師は，腹部所見は乏し

かったが，アシドーシスが改善されなかったため，やはり上腸間膜動脈血栓症が最

も疑われると判断し，同僚医師と相談の上，開腹手術を行うこととし，２４日午後

３時又は４時ころ，電話で執刀医であったＥ教授に連絡をとった。ＢＥ値は，午後

３時３０分がマイナス１４．４，午後５時１５分がマイナス１２．７であった。午

後６時過ぎころ，Ｅ教授がＣ病院に到着し，同教授とＤ医師が上告人らに開腹手術

の説明をしたところ，上告人Ｘ は手術承諾書への署名をいったんは拒んだが，最１

終的には署名した。

(7) Ａは，２４日午後７時２０分ころ，手術室に搬入され，小腸，大腸部分切

除，胆のう摘出，人工肛門造設の手術を受けた。手術時の所見では，腹こう内に腹

水が多量にあり，大腸には広範なえ死が認められ，特に下行結腸からＳ状結腸にか

けての部分のえ死が最も高度であった。小腸には末端から２０㎝の部分から２．３

ｍにわたりえ死が散在していた。胆のうにもえ死があり，胆のうせん孔によるはん
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発性腹膜炎が認められた。肝臓，大腸や小腸等のすべての腹内臓器に虚血の所見が

あった。広範な大腸のえ死部は切除され，横行結腸の健常部分も腸の色としてはき

れいなものではなかったため，Ｓ状結腸とつなぐことはできず，人工肛門とされ

た。え死が散在していた小腸の２．３ｍにわたる部分も切除され，胆のうも摘出さ

れた。手術は午後１１時２５分に終了し，Ａは２５日午前０時に手術室から搬出さ

れた。

(8) Ａには，本件手術後の合併症として，何らかの原因で下腸間膜動脈に虚血

が生じ，これにより下行結腸及びＳ状結腸部分を中心に広範な腸管え死が生じ，更

に小腸の散在性のえ死や横行結腸，胆のう及び肝臓の虚血も生じ，腹内臓器全体に

虚血状態が生ずるに至ったものであるが，腸管え死全体の発生の機序の詳細は明ら

かではない。

(9) Ｄ医師らは，引き続き集中管理体制で治療に当たったが，Ａの意識は回復

せず，急性じん不全，急性心不全を来し，Ａは２５日午後０時５５分に死亡した。

(10) 平成３年当時の腸管え死に関する医学的知見は次のとおりである。腹痛が

常時存在し，これが増強するとともに，高度のアシドーシスが進行し，腸閉そくの

症状が顕著になり，腸管のぜん動運動を促進する薬剤を投与するなどしても改善が

なければ，腸管え死の発生が高い確率で考えられる。腸管え死の場合には，直ちに

開腹手術を実施し，え死部分を切除しなければ，救命の余地はない。え死部分を切

除した時点で，他の臓器の機能がある程度維持されていれば，救命の可能性がある

が，他の臓器の機能全体が既に低下していれば，救命は困難である。このことは，

鑑定人Ｇ（神戸大学医学部教授）の指摘するところでもある。

(11) なお，開心術後の合併症としての腸管え死は，予後が悪く，死亡率が極め
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て高く，腸間膜動脈閉そく症例においては，発症後早期の段階で開腹手術を実施し

た場合とそうでない場合とで救命率に有意な差がないという報告例があった。ま

た，平成３年当時の臨床の現場においては，開腹手術の適応及びその時期の判断は

極めて困難であるとされ，一般的には，開心術後の患者の安定度は低く，術後間も

ない時点で開腹手術を実施することはちゅうちょされる状況にあった。

３ 原審は，上記事実関係の下において，当時のＡの症状等からして，開腹手術

の実施はＡの身体にとって過度の負担となり，危険を伴うので，その実施に慎重に

なり，その適否と時期を見定めるために経過を観察することは，臨床医学の見地か

らして，必ずしも非難に値するものとはいえず，遅くとも２４日午前８時ころまで

に同手術を実施すべきであったということは，極めて困難な判断を強いるものであ

るなどとした上で，平成３年当時の医療水準に照らすと，Ｄ医師に術後の管理を怠

った過失があるということはできないとして，上告人らの請求を棄却した。

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。

(1) 前記事実関係によれば，平成３年当時の腸管え死に関する医学的知見にお

いては，腹痛が常時存在し，これが増強するとともに，高度のアシドーシスが進行

し，腸閉そくの症状が顕著になり，腸管のぜん動運動を促進する薬剤を投与するな

どしても改善がなければ，腸管え死の発生が高い確率で考えられていたというので

ある。そして，更に前記事実関係によれば，①Ａは２３日夕刻ころから強い腹痛を

訴えるようになり，２４日午前０時ころからは頻繁に強い腹痛を訴えるようになっ

た，②同日午前２時３０分ころ鎮痛剤が投与されたものの，腹痛が改善せず，午前

３時５０分にはより強力な鎮痛剤が投与されたにもかかわらず，腹痛は強くなっ
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た，③ＢＥ値は，同日午前０時には許容値を超え，午前２時４６分には高度のアシ

ドーシスを示すようになり，午前５時３０分からは補正のために断続的にメイロン

が投与されたにもかかわらず，改善されなかった，④同日午前８時ころ撮影のレン

トゲン写真によれば，腸閉そく像が認められ，ガスが多い状態であった，⑤同日午

前８時までの間に腸管のぜん動こう進薬が投与されたにもかかわらず，腸管ぜん動

音はなかったなどというのである。そうすると，Ａの術後を管理する医師として

は，腸管え死が発生している可能性を否定できるような特段の事情が認められる場

合でない限り，同日午前８時ころまでには，腸管え死が発生している可能性が高い

と診断すべきであったというべきであり，Ｇ鑑定人も同旨の指摘をしていることが

記録上明らかである。

そして，前記事実関係によれば，Ａには，強い腹痛が続き，高度のアシドーシス

を示すようになり，Ｄ医師自身，２４日午前２時４６分の時点では腸管え死を疑っ

ていたというのであるから，アシドーシスが開心術後にしばしば見られるものであ

ること，腹膜炎の典型的症状である筋性防御を認めないなど腹部所見が乏しかった

こと，開心術後の合併症として腸管え死が発生することはまれであることなど原審

が掲げる各事実があるとしても，これをもって，腸管え死が発生している可能性を

否定できるような特段の事情があったということはできず，その他，前記事実関係

の下で，前記特段の事情があったことはうかがわれない。

したがって，Ｄ医師は，上記診断義務を免れることはできない。

(2) そこで，２４日午前８時ころまでに，腸管え死が発生している可能性が高

いと診断した場合，Ａの術後を管理する医師として，どのような措置を執るべきで

あったかについて検討する。
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前記事実関係によれば，平成３年当時の腸管え死に関する医学的知見において

は，腸管え死の場合には，直ちに開腹手術を実施し，え死部分を切除しなければ，

救命の余地はなく，さらに，え死部分を切除した時点で，他の臓器の機能がある程

度維持されていれば，救命の可能性があるが，他の臓器の機能全体が既に低下して

いれば，救命は困難であるとされていたというのであるから，開腹手術の実施によ

ってかえって生命の危険が高まるために同手術の実施を避けることが相当といえる

ような特段の事情が認められる場合でない限り，Ａの術後を管理する医師として

は，腸管え死が発生している可能性が高いと診断した段階で，確定診断に至らなく

ても，直ちに開腹手術を実施すべきであり，さらに，開腹手術によって腸管え死が

確認された場合には，直ちにえ死部分を切除すべきであったというべきであり，Ｇ

鑑定人も同旨の指摘をしていることが記録上明らかである。

そして，前記事実関係によれば，Ａの術後のバイタルサインは落ち着いており，

出血量も少なく，良好に経過していたというのであり，２４日午前８時ころの時点

では，Ａの症状は次第に悪化していたとはいっても，Ａの症状が更に悪化した同日

午後７時２０分には開腹手術が実施されているのであるから，開腹手術の実施によ

ってかえって生命の危険が高まるために同手術の実施を避けることが相当といえる

ような特段の事情があったとは考えられず，Ａの肝機能やじん機能が低下していた

ことなど原審が掲げる事実は，上記特段の事情には当たらないというべきである。

したがって，Ｄ医師は，上記開腹手術実施義務を免れることはできない。

なお，原審は，前記のとおり，開心術後の合併症としての腸管え死は，予後が悪

く，死亡率が極めて高く，腸間膜動脈閉そく症例においては，発症後早期の段階で

開腹手術を実施した場合とそうでない場合とで救命率に有意な差がないという報告
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例があること，平成３年当時の臨床の現場においては，開腹手術の適応及びその時

期の判断は極めて困難であるとされ，一般的には，開心術後の患者の安定度は低

く，術後間もない時点で開腹手術を実施することはちゅうちょされる状況にあった

こと等の事実も認定している。しかし，①平成３年当時の腸管え死に関する医学的

知見においては，え死部分を切除した時点で，他の臓器の機能がある程度維持され

ていれば，救命の可能性があるとされていたことは前記のとおりであり，②Ａの腸

管え死が上記報告例で取り上げられている腸間膜動脈閉そく症例であるとは判明し

ていないし，③２４日午前８時ころは，本件手術の術後既に３６時間余りが経過し

た時点であり，その間Ａの症状は次第に悪化しており，経過観察を続ければ症状の

改善を見込める状態にあったとはいえないことは前記事実関係から明らかであるか

ら，上記認定事実は，前記判断を左右するものではない。

(3) そうすると，Ｄ医師は，２４日午前８時ころまでに，Ａについて，腸管え

死が発生している可能性が高いと診断した上で，直ちに開腹手術を実施し，腸管に

え死部分があればこれを切除すべき注意義務があったのにこれを怠り，対症療法を

行っただけで，経過観察を続けたのであるから，同医師の術後管理には過失がある

というべきである。これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明ら

かな法令の違反がある。論旨は理由がある。

５ 以上によれば，原判決は破棄を免れない。そして，Ｄ医師の上記注意義務違

反とＡの死亡との間の因果関係の有無等について更に審理を尽くさせるため，本件

を原審に差し戻すこととする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官
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